
議案第４１９号 

 

 

大田市人権センター新築工事（建築主体）請負契約の締結に  

ついて 

 

次のとおり、大田市人権センター新築工事（建築主体）請負契約を

締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  

  令和７年７月３１日提出 

 

 

                 大田市長 楫 野 弘 和   

 

 

１ 契 約 の 目 的  大田市人権センター新築工事（建築主体）の請負 

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札（総合評価方式（標準型）） 

 

３ 契 約 の 金 額  ３１５，７００，０００ 円 

 

４ 契約の相手方  井口建設・石見銀山建設特別共同企業体 

           代表者  

大田市大田町大田ロ９９１番地１１ 

            有限会社井口建設 

            代表取締役 井口 克哉 
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（参考資料） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

〔議決事件〕 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけ

ればならない。 

⑴～⑷ 略 

⑸ その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定め

る契約を締結すること。 

（以下略） 

 

 

 

  大田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（抜粋） 

 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価

格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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大田市人権センター新築工事（建築主体）請負契約の締結に  

関する説明資料 

 

 

１ 入札日時    令和７年７月１５日 午前９時３０分 

 

２ 予定価格    ３１５，７０８，８００円 

 

３ 落札価格    ３１５，７００，０００円 

 

４ 入札参加業者  井口建設・石見銀山建設特別共同企業体 

 

５ 総合評価方式による加算点について 

評 価 項 目 
 

入札者 
配点 

１.企業の施工業績 

（８点） 

①工事成績評定点 5 3.2 

②同種工事の施工実績 2 0.6 

③優良工事表彰 1 0.6 

２.配置予定技術者

の能力 

（４点） 

①保有資格の有無 1 0.6 

②施工経験の有無 2 0 

③優秀建設技術者表彰 1 0 

３.地域貢献 

（１１点） 

①島根県地震被災建築物応急危険度判 

定士派遣協力事業者等の登録 
3 0 

②ボランティア活動の有無 1 0.3 

③労働福祉関連の状況 2 1.3 

 

④若手・女性技術者、若手従業員の新 

規雇用 
1 0.3 

⑤消防団協力事業所認定 1 0.3 

⑥人権に関する取組状況 2 2 
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⑦地域支援に関する取組状況 1 1 

４.技術提案 

（８点） 

①鉄骨工事の品質向上 3 3 

②地盤改良工事の品質向上 3 0 

③工事中の環境対策 2 2 

加算点の合計 31 15.2 

５.その他（減点） 

（-１２.１点） 

①技術提案がない場合の減点 -3.1 0 

②低入札工事の工事成績が良好でない 

場合の減点 
-5 0 

③県内下請、県内産資材の使用義務付 

け違反 
-4 0 

加算点・減点の合計（Ａ） 18.9 15.2 

技術評価点（（Ｂ）＝100＋Ａ） 115.2 

 

６ 総合評価方式による結果について 

入札価格（消費税除く）（Ｃ） 287,000,000 円 

評価値（Ｂ÷Ｃ×1,000,000） 0.4014 

契約金額（消費税込み） 315,700,000 円 
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議案第４２０号 

 

財産の取得について 

 

 次のとおり、財産を取得することについて、地方自治法（昭和２２ 

年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を 

求める。 

 

令和７年７月３１日提出 

 

 

                 大田市長 楫 野 弘 和   

 

 

１ 財産の表示  タブレット端末 ２，４６３台 

 

 

２ 取得の目的  文部科学省が進める「ＧＩＧＡスクール構想の実現」

に基づき、令和２年度・令和３年度に整備した児童・

生徒用端末を更新するもの。 

 

３ 取 得 金 額  １２９，５０４，５４０円 

 

４ 相 手 方  島根県松江市学園南二丁目１０番１４号 

ティーエスケイ情報システム株式会社 

代表取締役ＣＥＯ 高尾 忍 
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（参考資料） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

〔議決事件〕 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければ

ならない。 

⑴～⑺ 略 

⑻ 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で

定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 

（以下略） 

  

 

大田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（抜粋） 

 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さ

なければならない財産の取得又は処分は、予定価格２，０００万円以上

の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件

５，０００平方メートル以上のものに限る。）又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払いとする。 
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財産の取得についての説明資料 

 

１ 業者選定方法 

島根県と県内市町で構成する島根県ＧＩＧＡスクール構想推進協議

会が実施する公募型企画競争により選定 

※令和７年度に同一のＯＳ(Windows)を用いる端末の更新を迎える

大田市、益田市、江津市による共同調達 

 

２ 参加業者（１社） ティーエスケイ情報システム株式会社 

 

３ 業者決定日   令和７年５月１９日 

 

４ 取得金額決定までの流れ 

⑴タブレット端末（キッティングを含む）取得金額の見込み 

・１台あたり  ５５，０００円 

・更新台数   ２，４６３台 

・見込金額   １３５，４６５，０００円（55,000 円×2,463 台） 

※島根県公立学校情報機器整備事業費補助金（補助率 2／3）の

上限 

※キッティング 

 端末の開梱、ソフトウェアのインストールやセッティングなど、

児童・生徒がすぐに利用できる状態にする作業 

⑵公募型企画競争における端末本体価格の提案 

・１台あたり  ４７，６３０円（端末本体価格は３市共通） 

⑶キッティング価格の協議（業者決定後） 

・１台あたり  ４，９５０円 

※キッティングについては、３市で管理方法等の事情が異なるた

め、それぞれの市で業者と協議し価格を決定 

⑷キッティングを含めた取得金額の合意 

・１台あたり  ５２，５８０円（47,630 円＋4,950 円） 

・取得金額   １２９，５０４，５４０円（52,580 円×2,463 台） 
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